
目

次

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
広
島
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
選
挙

期
日

一

△

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
選
挙
長
及
び
選
挙
長
職
務
代
理
者
の
選

任

一

△

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時

二

△

同
時
選
挙
に
お
け
る
投
票
及
び
開
票
の
順
序

三

△

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
開
票
事
務
を
選
挙
会
事
務
に
併
せ
て
行

わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て

三

△

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
費
用
の
支
出
金
額
の

制
限
額

三

△

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

四

△

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数

四

△

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

四

県
議
選
各
選
挙
区
選
挙
長
告
示

△

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
取
扱
場
所

五

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
広
島
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
を
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
号)

第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
市
長
選
挙
と
同
時
に
行

う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長
に
事
故
が
あ

り
、
又
は
選
挙
長
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
、
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利
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平成19年 3月30日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 4 0 号

1

尾
道
市

三
原
市

世
羅
郡

竹
原
市

豊
田
郡

呉

市

広
島
市

佐
伯
区

広
島
市

安
芸
区

広
島
市

安
佐
北
区

広
島
市

安
佐
南
区

広
島
市

西

区

広
島
市

南

区

広
島
市

東

区

広
島
市

中

区

選
挙
区

広
島
県
尾
道
市
久
保
二
丁
目
一
四

番
五
号

広
島
県
三
原
市
頼
兼
二
丁
目
二
番

三
〇
号

広
島
県
竹
原
市
吉
名
町
二
八
三
六

番
地
一

広
島
県
呉
市
警
固
屋
三
丁
目
六
番

二
二
号

広
島
県
広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
中

央
七
丁
目
二
三
番
一
七
号

広
島
県
広
島
市
安
芸
区
矢
野
西
五

丁
目
二
番
八
号

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
亀
崎
一

丁
目
二
六
番
二
〇
号

広
島
県
広
島
市
安
佐
南
区
西
原
二

丁
目
八
番
一
五
号

広
島
県
広
島
市
西
区
井
口
台
二
丁

目
三
三
番
三
号

広
島
県
広
島
市
南
区
丹
那
町
五
五

番
一
三
号

広
島
県
広
島
市
東
区
戸
坂
南
一
丁

目
一
五
番
八
号

広
島
県
広
島
市
中
区
幟
町
二
番
一

三
号

住

所

選

挙

長
村
田

吉
三

安
井

晃
伯

東
山

寛
治

宮
下

信
義

原

伸
太
郎

小
野

裕
伸

秦

清

河
原

和
郎

臼
田

耕
造

大
原

貞
夫

打
田

等

馬
場

則
行

氏

名

広
島
県
尾
道
市
向
東
町
甲
三
三
八

六
番
地

広
島
県
三
原
市
和
田
三
丁
目
四
番

八
号

広
島
県
竹
原
市
塩
町
四
丁
目
五
番

七
号

広
島
県
呉
市
阿
賀
南
三
丁
目
一
一

番
二
一
―
二
〇
一
号

広
島
県
広
島
市
西
区
井
口
一
丁
目

一
七
番
六
号

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
口
田
南

六
丁
目
一
三
番
五
〇
号

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
可
部
東

三
丁
目
一
二
番
一
〇
号

広
島
県
広
島
市
安
佐
南
区
高
取
北

四
丁
目
四
五
番
八
号

広
島
県
広
島
市
西
区
三
篠
一
丁
目

一
番
三
一
―
三
〇
一
号

広
島
県
広
島
市
西
区
己
斐
本
町
三

丁
目
一
番
一
四
―
三
〇
四
号

広
島
県
広
島
市
中
区
舟
入
川
口
町

二
一
番
二
七
―
九
〇
二
号

広
島
県
広
島
市
東
区
若
草
町
二
二

番
一
号 住

所

選

挙

長

職

務

代

理

者
木
曽

道
正

西
垣
内

孝

丹
下

正

礒
田

朋
子

皆
本
也
寸
志

谷
崎
あ
け
み

久
保
田

博

小
坂

猛
彦

藤
田

典
子

久
保
木
敬
子

香
川

謙
二

木
下

吾
朗

氏

名

(号外)

号
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外
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広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
、
次
の
と
お

り
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

平成19年 3月30日 (金曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 4 0 号

2

山
県
郡

安
芸
郡

江
田
島
市

安
芸
高
田
市

廿
日
市
市

東
広
島
市

大
竹
市

庄
原
市

三
次
市

府
中
市

神
石
郡

福
山
市

広
島
県
広
島
市
安
佐
南
区
大
塚
西

七
丁
目
四
一
番
五
〇
号

広
島
県
広
島
市
東
区
牛
田
本
町
六

丁
目
三
番
五
―
一
二
〇
五
号

広
島
県
江
田
島
市
大
柿
町
大
君
九

八
番
地
一
六

広
島
県
安
芸
高
田
市
八
千
代
町
勝

田
二
〇
八
番
地

広
島
県
廿
日
市
市
阿
品
台
一
丁
目

四
番
一
五
号

広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
助
実
三

三
一
番
地

広
島
県
大
竹
市
玖
波
六
丁
目
六
番

三
三
号

広
島
県
庄
原
市
高
茂
町
二
九
五
番

地 広
島
県
三
次
市
甲
奴
町
有
田
一
〇

〇
三
番
地

広
島
県
府
中
市
高
木
町
一
五
七
六

番
地
の
四

広
島
県
福
山
市
瀬
戸
町
大
字
長
和

一
〇
四
六
番
地

平
田

明
敏

河
野

平

大
迫

敏
夫

沖
野

洋
美

小
西
三
喜
男

森
田

貢
司

伊
藤

倫
雄

三
橋

豊

伊
達

幹

門
田

隆

開
原

算
彦

広
島
県
広
島
市
南
区
宇
品
西
三
丁

目
一
番
三
九
号

広
島
県
広
島
市
西
区
三
滝
本
町
二

丁
目
二
四
番
一
〇
号

広
島
県
江
田
島
市
沖
美
町
是
長
五

四
五
番
地
二

広
島
県
安
芸
高
田
市
美
土
里
町
生

田
二
一
四
五
番
地

広
島
県
廿
日
市
市
平
良
二
丁
目
八

番
二
五
号

広
島
県
東
広
島
市
志
和
町
七
条
椛

坂
三
九
二
番
地
三

広
島
県
大
竹
市
南
栄
二
丁
目
五
番

一
六
号

広
島
県
庄
原
市
本
町
二
七
四
九
番

地 広
島
県
三
次
市
布
野
町
上
布
野
六

〇
九
番
地

広
島
県
府
中
市
上
下
町
松
崎
三
五

五
番
地

広
島
県
福
山
市
宮
前
町
二
丁
目
一

番
二
八
号

松
出

和
則

前
田

宣
彦

野
間

毅

高
杉

和
義

田
中

敏
治

光
岡

英
司

伊
崎

喜
之

見
田

努

熊
谷

義
輝

柿
原

延
孝

近
藤

洋
児

広
島
市
東
区

広
島
市
中
区

選

挙

区

広
島
県
広
島
市
東
区
東
蟹
屋
町
九
番
三

八
号

広
島
市
東
区
役
所

広
島
県
広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目

四
番
二
一
号

広
島
市
中
区
役
所

選

挙

会

の

場

所

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

投
票
を
行
う
場
合

選

挙

会

の

日

時

同

上

同

上

公
職
選
挙
法
第
百
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
投

票
を
行
わ
な
い
場
合

江

田

島

市

安
芸
高
田
市

廿

日

市

市

東

広

島

市

大

竹

市

庄

原

市

三

次

市

府

中

市

神

石

郡

福

山

市

尾

道

市

三

原

市

世

羅

郡

竹

原

市

豊

田

郡

呉

市

広
島
市
佐
伯
区

広
島
市
安
芸
区

広
島
市
安
佐
北
区

広
島
市
安
佐
南
区

広
島
市
西
区

広
島
市
南
区

広
島
県
江
田
島
市
能
美
町
中
町
四
八
五

九
番
地
九

江
田
島
市
役
所

広
島
県
安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
七
九

一
番
地

安
芸
高
田
市
役
所

広
島
県
廿
日
市
市
下
平
良
一
丁
目
一
一

番
一
号

廿
日
市
市
役
所

広
島
県
東
広
島
市
西
条
栄
町
八
番
二
九

号東
広
島
市
役
所

広
島
県
大
竹
市
小
方
一
丁
目
一
一
番
一

号大
竹
市
役
所

広
島
県
庄
原
市
中
本
町
一
丁
目
一
〇
番

一
号

庄
原
市
役
所

広
島
県
三
次
市
十
日
市
中
二
丁
目
八
番

一
号

三
次
市
役
所

広
島
県
府
中
市
府
川
町
三
一
五
番
地

府
中
市
役
所

広
島
県
福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号

福
山
市
役
所

広
島
県
尾
道
市
久
保
一
丁
目
一
五
番
一

号尾
道
市
役
所

広
島
県
三
原
市
港
町
三
丁
目
五
番
一
号

三
原
市
役
所

広
島
県
竹
原
市
中
央
五
丁
目
一
番
三
五

号竹
原
市
役
所

広
島
県
呉
市
中
通
一
丁
目
一
番
二
号

呉
市
き
ん
ろ
う
プ
ラ
ザ

広
島
県
広
島
市
佐
伯
区
海
老
園
二
丁
目

五
番
二
八
号

広
島
市
佐
伯
区
役
所

広
島
県
広
島
市
安
芸
区
船
越
南
三
丁
目

四
番
三
六
号

広
島
市
安
芸
区
役
所

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
可
部
四
丁
目

一
三
番
一
三
号

広
島
市
安
佐
北
区
役
所

広
島
県
広
島
市
安
佐
南
区
古
市
一
丁
目

三
三
番
一
四
号

広
島
市
安
佐
南
区
役
所

広
島
県
広
島
市
西
区
福
島
町
二
丁
目
二

番
一
号

広
島
市
西
区
役
所

広
島
県
広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
五

番
四
四
号

広
島
市
南
区
役
所

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
九
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
後
一
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
九
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
後
二
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
前
十
時

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

(号外)



広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
並
び
に
こ
れ
と
同
時
に
執
行
す
る
広
島
市
長

選
挙
及
び
広
島
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
二

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
選
挙
の
投
票
用
紙
を
同
時
に
交
付
す
る
投
票
所
以
外
の
投
票
所
に
お

け
る
投
票
の
順
序
及
び
開
票
を
同
時
に
行
わ
な
い
場
合
の
開
票
の
順
序
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

投
票
の
順
序

一

広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

二

広
島
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

三

広
島
市
長
選
挙

開
票
の
順
序

一

広
島
市
長
選
挙

二

広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

三

広
島
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
次
の
表
に
掲
げ
る
開
票
区
に
お
け
る
開
票

の
事
務
は
、
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
わ
な
い
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
号)

第
百
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
候
補
者
一
人
が
支
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
選
挙
運
動
に
関
す

る
支
出
の
金
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利
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3

山

県

郡

安

芸

郡

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
可
部
四
丁
目

一
二
番
一
号

広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
第
二
庁
舎

広
島
県
広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二

号広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
農
林
庁
舎

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
後
二
時

平
成
十
九
年
四
月
九
日

午
後
二
時

同

上

同

上

広

島

市

西

区

広

島

市

南

区

広

島

市

東

区

広

島

市

中

区

開

票

区

江

田

島

市

安

芸

高

田

市

廿

日

市

市

東

広

島

市

大

竹

市

庄

原

市

三

次

市

福

山

市

尾

道

市

呉

市

広

島

市

佐

伯

区

広

島

市

安

芸

区

広

島

市

安

佐

北

区

広

島

市

安

佐

南

区

広

島

市

安

芸

区

広
島
市
安
佐
北
区

広
島
市
安
佐
南
区

広

島

市

西

区

広

島

市

南

区

広

島

市

東

区

広

島

市

中

区

選

挙

区

六
、
四
四
七
、
〇
〇
〇
円

七
、
三
四
八
、
一
〇
〇
円

七
、
四
四
一
、
七
〇
〇
円

六
、
九
三
五
、
四
〇
〇
円

六
、
九
七
六
、
三
〇
〇
円

六
、
五
五
一
、
九
〇
〇
円

六
、
七
四
三
、
六
〇
〇
円

金

額

(号外)



広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

四
六
、
五
八
九

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第

八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六

十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

四
五
四
、
九
〇
三

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利
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4

山

県

郡

安

芸

郡

江

田

島

市

安

芸

高

田

市

廿

日

市

市

東

広

島

市

大

竹

市

庄

原

市

三

次

市

府

中

市

神

石

郡

福

山

市

尾

道

市

三

原

市

世

羅

郡

竹

原

市

豊

田

郡

呉

市

広

島

市

佐

伯

区

五
、
八
九
八
、
九
〇
〇
円

六
、
五
二
二
、
一
〇
〇
円

六
、
〇
〇
九
、
八
〇
〇
円

六
、
二
〇
八
、
四
〇
〇
円

七
、
八
四
九
、
八
〇
〇
円

六
、
八
〇
二
、
〇
〇
〇
円

五
、
九
七
二
、
九
〇
〇
円

六
、
九
一
二
、
四
〇
〇
円

七
、
九
六
八
、
一
〇
〇
円

七
、
九
一
一
、
一
〇
〇
円

六
、
七
一
三
、
九
〇
〇
円

六
、
五
二
七
、
二
〇
〇
円

六
、
七
〇
〇
、
一
〇
〇
円

六
、
六
八
二
、
〇
〇
〇
円

六
、
七
九
四
、
〇
〇
〇
円

六
、
八
七
三
、
二
〇
〇
円

東

広

島

市

大

竹

市

庄

原

市

三

次

市

府

中

市

福

山

市

沼

隈

郡

因

島

市

尾

道

市

三

原

市

竹

原

市

呉

市

三
二
、
九
七
〇

八
、
三
二
五

五
、
六
〇
六

一
〇
、
四
一
八

一
一
、
一
一
〇

一
〇
七
、
〇
八
〇

七
、
七
四
四

二
五
、
一
一
九

二
二
、
〇
一
八

八
、
五
六
九

五
四
、
六
〇
九

広

島

市

佐

伯

区

広

島

市

安

芸

区

広

島

市

安

佐

北

区

広

島

市

安

佐

南

区

広

島

市

西

区

広

島

市

南

区

広

島

市

東

区

広

島

市

中

区

選

挙

区

三
三
、
七
〇
三

二
〇
、
四
五
八

四
一
、
五
四
三

五
六
、
八
九
四

四
八
、
七
六
一

三
七
、
〇
六
三

三
一
、
九
五
〇

三
四
、
二
六
〇

三

分

の

一

の

数

(号外)



県県県
議議議
選選選
各各各
選選選
挙挙挙
区区区
選選選
挙挙挙
長長長
告告告
示示示

県
議
選
広
島
市
中
区
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
広
島
市
中
区
選
挙
区
選
挙
長
の
事

務
は
、
広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目
四
番
二
一
号
広
島
市
中
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三

月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
中
区
役
所
三
階
第
二
・
第
三
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
広
島
市
中
区
選
挙
区
選
挙
長

馬

場

則

行

県
議
選
広
島
市
東
区
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
広
島
市
東
区
選
挙
区
選
挙
長
の
事

務
は
、
広
島
市
東
区
東
蟹
屋
町
九
番
三
八
号
広
島
市
東
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十

日
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
広
島
市
東
区
役
所
五
階
講
堂)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
広
島
市
東
区
選
挙
区
選
挙
長

打

田

等

県
議
選
広
島
市
南
区
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
広
島
市
南
区
選
挙
区
選
挙
長
の
事

務
は
、
広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
五
番
四
四
号
広
島
市
南
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月

三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
南
区
役
所
四
階
講
堂)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
広
島
市
南
区
選
挙
区
選
挙
長

大

原

貞

夫

県
議
選
広
島
市
西
区
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
広
島
市
西
区
選
挙
区
選
挙
長
の
事

務
は
、
広
島
市
西
区
福
島
町
二
丁
目
二
番
一
号
広
島
市
西
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三

十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
西
区
役
所
四
階
講
堂)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
広
島
市
西
区
選
挙
区
選
挙
長

臼

田

耕

造

県
議
選
広
島
市
安
佐
南
区
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
広
島
市
安
佐
南
区
選
挙
区
選
挙
長

の
事
務
は
、
広
島
市
安
佐
南
区
古
市
一
丁
目
三
三
番
一
四
号
広
島
市
安
佐
南
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
安
佐
南
区
役
所
四
階
講
堂)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
広
島
市
安
佐
南
区
選
挙
区
選
挙
長

河

原

和

郎

県
議
選
広
島
市
安
佐
北
区
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
広
島
市
安
佐
北
区
選
挙
区
選
挙
長

の
事
務
は
、
広
島
市
安
佐
北
区
可
部
四
丁
目
一
三
番
一
三
号
広
島
市
安
佐
北
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(
た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
安
佐
北
区
役
所
四
階
講
堂)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
広
島
市
安
佐
北
区
選
挙
区
選
挙
長

秦

清

県
議
選
広
島
市
安
芸
区
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
広
島
市
安
芸
区
選
挙
区
選
挙
長
の

事
務
は
、
広
島
市
安
芸
区
船
越
南
三
丁
目
四
番
三
六
号
広
島
市
安
芸
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
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比

婆

郡

双

三

郡

神

石

郡

甲

奴

郡

芦

品

郡

深

安

郡

世

羅

郡

御

調

郡

豊

田

郡

賀

茂

郡

高

田

郡

山

県

郡

佐

伯

郡

安

芸

郡

廿

日

市

市

六
、
〇
〇
二

五
、
〇
五
七

六
、
三
五
三

五
、
九
二
五

一
一
、
三
〇
三

五
、
二
六
九

八
、
一
六
四

一
九
、
二
五
九

一
二
、
二
五
七

九
、
二
七
一

八
、
〇
二
八

一
九
、
〇
五
七

四
二
、
二
四
二

二
〇
、
〇
九
六

(号外)



し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
安
芸
区
役
所
五
階
講
堂)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
広
島
市
安
芸
区
選
挙
区
選
挙
長

小

野

裕

伸

県
議
選
広
島
市
佐
伯
区
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
広
島
市
佐
伯
区
選
挙
区
選
挙
長
の

事
務
は
、
広
島
市
佐
伯
区
海
老
園
二
丁
目
五
番
二
八
号
広
島
市
佐
伯
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局(

た
だ
し
、

三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
佐
伯
区
役
所
六
階
大
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
広
島
市
佐
伯
区
選
挙
区
選
挙
長

原

伸
太
郎

県
議
選
呉
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
呉
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務
は
、

呉
市
中
通
一
丁
目
二
番
三
一
号
呉
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
九
時
三
十
分

ま
で
は
呉
市
中
央
四
丁
目
一
番
六
号
呉
市
役
所
一
階
ロ
ビ
ー)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
呉
市
選
挙
区
選
挙
長

宮

下

信

義

県
議
選
竹
原
市
豊
田
郡
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
竹
原
市
豊
田
郡
選
挙
区
選
挙
長
の

事
務
は
、
竹
原
市
中
央
五
丁
目
一
番
三
五
号
竹
原
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(
た
だ
し
、
三
月
三
十
日
に

限
り
竹
原
市
役
所
三
階
大
会
議
室
南
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
竹
原
市
豊
田
郡
選
挙
区
選
挙
長

東

山

寛

治

県
議
選
三
原
市
世
羅
郡
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
三
原
市
世
羅
郡
選
挙
区
選
挙
長
の

事
務
は
、
三
原
市
港
町
三
丁
目
五
番
一
号
三
原
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前

十
時
ま
で
は
三
原
市
役
所
議
会
棟
一
階
委
員
会
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
三
原
市
世
羅
郡
選
挙
区
選
挙
長

安

井

晃

伯

県
議
選
尾
道
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
尾
道
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務
は
、

尾
道
市
久
保
一
丁
目
一
五
番
一
号
尾
道
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま

で
は
尾
道
市
役
所
五
階
第
二
委
員
会
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日広

島
県
議
会
議
員
選
挙
尾
道
市
選
挙
区
選
挙
長

村

田

吉

三

県
議
選
福
山
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
福
山
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務
は
、

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号
福
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
福

山
市
役
所
三
階
中
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日広

島
県
議
会
議
員
選
挙
福
山
市
選
挙
区
選
挙
長

開

原

算

彦

県
議
選
府
中
市
神
石
郡
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
府
中
市
神
石
郡
選
挙
区
選
挙
長
の

事
務
は
、
府
中
市
府
川
町
三
一
五
番
地
府
中
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
中

に
限
り
府
中
市
役
所
二
階
第
一
応
接
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
府
中
市
神
石
郡
選
挙
区
選
挙
長

門

田

隆

県
議
選
三
次
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
三
次
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務
は
、

三
次
市
十
日
市
中
二
丁
目
八
番
一
号
三
次
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
九
時

三
十
分
ま
で
は
三
次
市
役
所
東
館
一
階
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日広

島
県
議
会
議
員
選
挙
三
次
市
選
挙
区
選
挙
長

伊

達

幹

県
議
選
庄
原
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
庄
原
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務
は
、

庄
原
市
中
本
町
一
丁
目
一
〇
番
一
号
庄
原
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時

ま
で
は
庄
原
市
役
所
三
階
第
三
委
員
会
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日広

島
県
議
会
議
員
選
挙
庄
原
市
選
挙
区
選
挙
長

三

橋

豊
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県
議
選
大
竹
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
大
竹
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務
は
、

大
竹
市
小
方
一
丁
目
一
一
番
一
号
大
竹
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま

で
は
大
竹
市
役
所
三
階
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日広

島
県
議
会
議
員
選
挙
大
竹
市
選
挙
区
選
挙
長

伊

藤

倫

雄

県
議
選
東
広
島
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
東
広
島
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務

は
、
東
広
島
市
西
条
栄
町
八
番
二
九
号
東
広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前

中
に
限
り
東
広
島
市
役
所
東
館
二
階
第
二
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
東
広
島
市
選
挙
区
選
挙
長

森

田

貢

司

県
議
選
廿
日
市
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
廿
日
市
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務

は
、
廿
日
市
市
下
平
良
一
丁
目
一
一
番
一
号
廿
日
市
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日

午
前
中
に
限
り
廿
日
市
市
役
所
本
庁
舎
七
階
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日広

島
県
議
会
議
員
選
挙
廿
日
市
市
選
挙
区
選
挙
長

小

西

三
喜
男

県
議
選
安
芸
高
田
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
安
芸
高
田
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事

務
は
、
安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
七
九
一
番
地
安
芸
高
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三

十
日
に
限
り
安
芸
高
田
市
役
所
別
棟
第
二
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
安
芸
高
田
市
選
挙
区
選
挙
長

沖

野

洋

美

県
議
選
江
田
島
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
江
田
島
市
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務

は
、
江
田
島
市
能
美
町
中
町
四
八
五
九
番
地
九
江
田
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十

日
に
限
り
江
田
島
市
役
所
二
階
大
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

広
島
県
議
会
議
員
選
挙
江
田
島
市
選
挙
区
選
挙
長

大

迫

敏

夫

県
議
選
安
芸
郡
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
安
芸
郡
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務
は
、

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
内
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
広
島
支
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
中
に
限
り
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
農
林
庁
舎
三
階
入
札
室)

に
お
い
て
行

う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日広

島
県
議
会
議
員
選
挙
安
芸
郡
選
挙
区
選
挙
長

河

野

平

県
議
選
山
県
郡
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
山
県
郡
選
挙
区
選
挙
長
の
事
務
は
、

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
四
丁
目
一
二
番
一
号
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
内
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

芸
北
支
局(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
中
に
限
り
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
第
二
庁
舎
五
階
第
一
会
議
室)

に
お
い
て
行
う
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日広

島
県
議
会
議
員
選
挙
山
県
郡
選
挙
区
選
挙
長

平

田

明

敏
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